
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新薬が世に出るためには、厚生労働省から医薬品としての承認を得ることが必要です。 
そのための重要な段階として、「治験」が行われます。 

治験とは、医薬品としての承認を得るために、健康な人や患者様の協力を得て有効性の評価と安全性の確認を行う試験のことです。 

ご協力いただける方を        

募集しています 

かん    けつ    せい      は    こう 

※間歇性跛行とは、 
 歩いていると脚（あし）に痛み
やだるさを感じ、長時間歩けなく 
なり、少し休むとまた歩けるよ 
うになる症状のことです。 

の治験に 

※ 

【お問い合わせ先】 
社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 治験管理室  

 TEL：089-951-6111（内線：1313）（時間帯：13：00～16：00）  
 mail：chiken@matsuyama.saiseikai.or.jp （随時）  
詳しいご説明をお聞きになりたい方は、お気軽にご連絡ください。  

治験にご参加いただける方 
 ■閉塞性動脈硬化症による間歇性跛行を有する方 

 ■ 20歳以上の方 

 ■重い病気を合併していない方 

 

 

参加期間 

＊その他にも基準があり、治験にご参加いただけない場合がございます。 

かんけつせいはこう 

約37週間 


